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中間貯蔵施設における除去土壌等の減容化技術等検討 

ワーキンググループ（第６回）議事録 

 

 

１．日 時： 令和６年 7月 12日（金）13 時 30 分～15時 35 分  

  

２．場 所： WEB 会議システムによる開催  

  

３．出席者： 

委 員：大迫座長、飯本委員、遠藤委員、大越委員、織委員、川瀬委員、佐藤委員、 

杉山委員、高岡委員、竹下委員、武田委員  

事務局：環境省 中野参事官、内藤参事官、長谷部企画官、戸ヶ崎企画官、井樋調査官、 

大野参事官補佐、新保参事官補佐、横山参事官補佐、須田参事官補佐、 

白鳥参事官補佐、長尾係長、原係員 

 

４．配付資料 

 

資料１ 第５回技術 WG での指摘事項とその対応案  

資料２ 飛灰洗浄・吸着・安定化技術実証事業の実施状況について  

資料３ 最終処分に向けた減容技術等の評価（案）について  

資料４ 最終処分に向けた減容技術等の組合せ（案）について  

資料５ 除去土壌の処分基準及び概略安全評価について  

資料６ 除去土壌の再生利用の放射線安全性に関する検討について 

参考資料１ 中間貯蔵施設における除去土壌等の減容化技術等検討ワーキンググループ設

置要綱  

参考資料２ 第５回技術 WG 議事録  

  

５．議題  

（１）減容技術等の評価について  

（２）最終処分について  

（３）その他 
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（大野補佐）私は事務局の環境省の大野と申します。よろしくお願いいたします。委員の皆

様におかれましてはご多忙の中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。本日も

どうぞよろしくお願いいたします。まず今回の会議の開催方法についてご説明をいたしま

す。本日ワーキンググループは対面 ・オンラインにより開催をさせていただきます。一般の

方の傍聴については、インターネットによる生配信により行っております。オンライン参加

の委員の方はカメラをオン、マイクは発言時のみオンということでお願いいたします。なお

報道関係者の皆様へのお願いでございますが、本日のカメラ撮りについては、この後の開会

のご挨拶までといたしておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。それでは開会

に当たり、環境省環境再生 ・資源循環局担当参事官の中野よりご挨拶をさせていただきます。 

（中野参事官）皆様、ただいまご紹介いただきました、環境省で担当参事官をしております、

中野と申します。本日は、大変お暑い中、また足元の悪い中、第６回の減容化技術等検討ワ

ーキンググループにご出席賜りまして、誠にありがとうございます。本ワーキンググループ、

前回は４月に開催をさせていただいたところでございまして、前年度から継続して、ご審議

いただいた除去土壌の減容化、それから最終処分に向けた技術的な検討につきまして、前回

からの間に、私どもが、事務局として、更に検討を進めた点について、本日またお諮りをさ

せていただきたいと思っております。また除去土壌の処分という、同じ形態の中で、再生利

用について検討する、再生利用ワーキンググループにつきまして、本日に先立ち、６月にワ

ーキンググループを開催してございますが、そこでご議論いただいた中で、特に放射線安全

の面から、皆様方にもご意見を賜りたい部分について本日、事務局からもご説明をさせてい

ただきたいと思っておりますので、その点も含めまして、本日も何卒、ご忌憚のないご意見

を頂戴できればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（大野補佐）ありがとうございました。冒頭カメラ等については、ここまでとさせていただ

きます。ご協力をよろしくお願いいたします。それでは議事に入る前に資料の確認をさせて

いただきます。インターネットを通じて傍聴いただいている方には、案内の際に、資料を掲

載している URL をご案内させていただいておりますので、ご確認をお願いいたします。ま

ず、資料については議事次第がございまして、その下に資料１、横置のものがございます。

その次、資料２、こちらも横置のもので飛灰洗浄技術に関するもの、資料３、再生利用に向

けた減容技術等の評価方法、資料４、最終処分に向けた減容技術等の組合せ（案）について、

資料５として除去土壌の処分基準及び概略安全評価について、資料６として、除去土壌の再

生利用関係の資料がございます。加えて参考資料といたしまして、参考資料１に本ワーキン

ググループの設置要綱、参考資料２に、前回ワーキンググループの議事録をつけてございま

す。過不足等ございましたら、事務局までお申し出いただければと思います。また、本日の

議事録については、事務局で作成をいたしまして、委員の皆様にご確認、ご了解をいただい

た上で、環境省ホームページに掲載をさせていただく予定でございます。 

それでは、本日出席の委員の皆様をご紹介いたします。始めに座長をお願いしております、

大迫委員でございます。続きまして、飯本委員、遠藤委員、大越委員、織委員は今遅れてい
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らっしゃいますので後程ご参加いただきます。川瀬委員、佐藤委員、杉山委員、竹下委員、

武田委員となっております。高岡委員は、Web 会議システムから、ご参加をいただいており

ます。よろしくお願いいたします。本日、勝見委員は欠席となっております。それでは議事

に入らせていただければと思います。ここからの進行は大迫座長にお願いいたします。 

（大迫座長）はい、承りました。皆さんのお足元悪い中、お集まりいただきありがとうござ

います。このワーキングは、技術ワーキングと略して申し上げておりますが、主にこの技術

戦略目標を今年度中に取りまとめるわけで、それに向けて減容化技術を中心に議論してい

るところでございます。戦略においても、コアとなるところでございますので、どうぞよろ

しくお願いします。資料も、今日は盛りだくさんございますので、闊達なご議論、よろしく

お願いします。それでは、まず資料１、前回での指摘事項とその対応案についてということ

で、事務局からご説明、よろしくお願いします。 

（大野補佐）はい、ありがとうございます。それでは、資料１に基づきまして、ご説明させ

ていただきます。おめくりいただきまして、１ページ目です。前回ご指摘をいただいた中で、

特に最終処分に向けた減容技術の評価方法について、いくつかいただいております。この後

の議題にも関連いたしますので、いくつかご紹介したいと思います。 

１つ目のところでございますが、減容技術の適用によって、放射能濃度が高くなること、

そういったことも踏まえて、最終処分の検討をした上で技術の最終評価を行った方が良い

のではないかというご指摘をいただいております。今回資料の中でも技術の評価案をお示

しすることになりますが、当然最終処分の検討によるところもあるので、そういった検討状

況も踏まえまして、技術の評価に反映すべきことがあれば適宜見直せるように検討してま

いりたいと思ってございます。 

２番目は技術の適用範囲の関係のことでございますが、今日の資料の中で、細かくお示し

しているところがあります。データが細かいので、逆に見づらいところもあるかもしれませ

んが、また、この辺りご指摘をいただければございます。その他、資料３の中でも、いろい

ろご紹介したいと思いますので、ご指摘については、すべてご紹介いたしませんが、それ以

降、１ページ目２ページ目にわたって、ご指摘をいただいているところでございます。また

何かありましたら、ご指摘いただければと思います。 

３ページ目になりますが、これはセシウム以外の放射性核種調査でございます。前回ご紹

介した中で、ストロンチウム等の濃度が、「事故前と同様であった」という表現がありまし

たけが、これについては、 「事故前に 10 年間の変動範囲にあった」という表現の方が良いの

ではないかということをいただきまして、今後の資料作成に当たって、表現を見直してまい

りたいと思います。最後は試料の代表性についての説明が必要だということで、これも今後、

ご紹介する際には、記載の検討をして参りたいと考えております。この辺りのご指摘事項は、

この後の資料でも反映しているところございますので、また、ご意見をいただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

（大迫座長）はい、どうもありがとうございました。それでは、ただ今の説明に対して、ご
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質問、ご意見のある方、会場の方は挙手で、オンラインの方は挙手ボタンでお知らせいただ

ければと思います。よろしいでしょうか。前回振り返りというところで、関連のところの議

論もこの後出て参りますので、また今の点、意識しながら議論を進めたいと思います。よろ

しければ、次に進めさせていただきます。それでは次の議題ですが、減容技術等の評価につ

いて、資料２、それから資料３に基づき、事務局よりご説明よろしくお願いします。 

（大野補佐） 

はい、それでは続きまして、資料２からご説明をさせていただきます。資料２は、今、双

葉町の方で実施させていただいている飛灰洗浄・吸着・安定化技術実証の状況ということで、

ご説明をさせていただきます。まず、おめくりいただきまして、１枚目をご覧ください。実

証事業の概要でございまして、技術実証試験の内容といたしましては、灰処理施設で出てく

る飛灰の県外最終処分に向けた減容を確認するということでございまして、双葉町の中で

やらせていただいておりますが、減容化・安定化を図るための技術について、実証を行うと

いうことにしております。真ん中の図に示す、大きく３つの工程があります。洗浄前の飛灰

を水槽の中に入れて、まずセシウムを溶かし出すという、洗浄工程が最初の工程です。その

洗った水の中にセシウムが溶けていますので、そのセシウムをこの吸着工程で、吸着剤で回

収をするという吸着工程がございます。最後、この吸着剤を取り出して、最終処分に向けた

安定化を行うという、安定化工程というものがございまして、大きくこういった３つの工程

についての実証を行っているということになります。こちら令和４年度から行わせていた

だいておりまして、これまでこの技術ワーキングでもご報告したことがありますが、これま

での進捗状況についてご説明をさせていただきます。 

続いて、２ページ目になります。２ページ目は、今の実施状況ということで、令和４年度

からこれまで、様々な実証試験をしてきております。洗浄・吸着・安定化といった一連の作

業をしてまいりまして、今年度については、この設備自体が今年度までという中でやってき

ておりますので、最終的には年度内に撤去いたしますが、今も追加的に確認するというラボ

試験について、計画をして、これから進めていくという段階でございます。 

３ページ目については、実証施設の状況ということでございまして、写真を４つ付けさせ

ていただいておりますが、①が受入・洗浄・脱水の設備です。③はまた違った角度から写し

たもので、こういう水槽の中で試験をしておりますといった写真をご参考で見ていただけ

ればと思います。 

４ページ目は、以前、第４回の技術ワーキングでご紹介したものですが、大きく３つの事

業を進めております。その１、その２、その３と、事業を進めておりまして、それぞれ吸着・

安定化のプロセスを確認しており、複数の方法について、記載のとおり、確認を行ってきた

ところでございます。それぞれの吸着・安定化プロセス、安定化体の形状、安定化体の放射

能濃度というものを記載しておりまして、こちらは第４回にご報告したとおりです。赤枠で

囲んでおります、その１事業者について、洗浄から吸着・安定化という一気通貫の試験を、

これまで行ってきており、その結果を５ページ目にお示ししております。 
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５ページ目で、一気通貫試験の状況は以下のとおりで、まず飛灰の受入・洗浄処理の状況

ということでございますが、鋼製容器に入った飛灰 80個で、約 44 トンありますが、これを

受け入れて、洗浄処理を完了しているという状況でございます。吸着・安定化処理について

は、カラム式の吸着方法でセシウムが吸着されることを確認しているということや、カラム

の安定化処理について確認を行っているところでございます。飛灰洗浄による減容効果で

ございますが、飛灰洗浄して、脱水ろ液中のセシウムを吸着剤に吸着させた後に安定化する

ということを実証の中で行っておりまして、最終的にはこの安定化体の体積について、どれ

ぐらい減ったか、元の飛灰に比べて、どれぐらい減ったかということを確認しております。

この実証試験の結果では、おおむね 100 分の１程度になることを確認しているというよう

な状況で、吸着剤の吸着の性能からすれば、もう少し減容化を達成できる可能性はあります

が、あくまで実証事業で確認した効果として、こちらに記載をしております。そのあとの２

つでございますが、濃縮された濃縮物で、こちら減容効果は、100 分の１になるということ

でございますが、洗浄後の飛灰、洗い残った飛灰が発生します。セシウムについては、この

中の 98％以上が水の中に移行して、最終的には安定化されるということになりますが、こ

の洗い残りの飛灰の濃度について、8,000Bq/kg を超えている場合が出ておりまして、この

対応を今、検討しているところでございます。今後、ラボスケールでの追加試験を実施予定

ということでございまして、この辺りの検証は引き続き進めていくことにしております。最

後の排水等の状況ということで、セシウムを吸着した後の水について、排水処理設備によっ

て、処理をいたしまして、特措法の放射性セシウムの水準を満足するということを確認して

おります。一方で、排水処理工程で重金属を含む汚泥が発生することや、最後に残る排水の

塩分濃度が高いというようなことがありますので、この辺りにも留意をしながら、今後検討

していく必要があるということでございます。 

６ページ目以降は、実証試験に伴う環境モニタリングの結果をご参考で掲載をさせてい

ただいております。７ページ目に結果を載せておりますが、実証試験の中で、一部、出てき

たものを保管している場所の近くで濃度が上がるということがありましたが、遮へいの壁

を置くことによって濃度を下げているというようなところもございます。その他、地下水中

の排水についてはセシウムの濃度は、検出下限値未満というような結果になってございま

す。 

８ページ目、これは参考資料ということで、仮設灰処理施設で、飛灰が出てくるというこ

とになりますが、この仮設灰処理施設はその１施設とその２施設という大きく２種類の施

設がございます。どちらも溶融炉ですが、その溶融の形式が違うということで飛灰の性状も

若干異なっているというようなデータになります。下の表に書かせていただいております

が、その 1 施設、その２施設それぞれで、飛灰の発生量、放射能濃度、飛灰の発生率、セシ

ウムの溶出率というものを書いておりますが、その 1 の方は下の２つを見ていただきます

と飛灰の溶解率は、65～78％ということで、飛灰自体が水に溶けて量が減るということにな

り、塩分等が水の中に溶けるということで、かなり量が減るというような状況です。セシウ
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ムの溶出率も飛灰から 98～99％水の中に溶出する形態になっています。一方でその２の方

は溶解率、溶出率は、その 1 に比べてやや低いということになっておりまして、この辺りが

今後、飛灰洗浄の適用を考えていく上で、適用が必ずしも効果的でないものも、飛灰の性状

によってはあり得るということで、こういうデータの紹介を最後にさせていただいており

ます。資料 2 については、以上となります。 

続きまして、資料３、最終処分に向けた減容技術等の評価案についてということになりま

す。これまで評価の方法について、ご検討いただいておりまして、今回は事務局として、そ

の評価の案をお示しするものということになります。めくっていただいて１ページ目、２ペ

ージ目は、用語の説明ということで、これも、これまで見ていただいたものを若干修正した

ものですが、用語の定義になります。こちらは、必要に応じてご覧いただければと思います。 

続いて、３ページ目、４ページ目について、まず３ページ目で、減容技術の分類についてと

いうことで、大分類として減容化に関するものと安定化に関するものということに分けて

おります。中分類といたしまして、まず分級処理技術ということになりまして、さらにその

下の小分類としては、湿式の分級、乾式の分級、水を使うものと、そうではないものという

ことで分けております。さらには、熱処理技術の中には溶融、焼成があるというのが３ペー

ジ目でございます。続いて、４ページ目は続いても減容化技術でございますが、化学処理技

術と、あと飛灰の洗浄技術、これは洗浄工程と吸着工程がありますが、そういった技術につ

いて分類を変えております。最後、安定化については、飛灰等を対象とする場合と最後に出

てくる吸着剤を対象とする場合ということがありますが、この安定化技術についても、セメ

ント固型化等、複数の分類があるところでございます。 

５ページ目以降は、技術の概要と実証の概要ということでございまして、委員の先生方に

は何度かご説明しているものかと思いますが、まず分級というものについては、除去土壌を

粒径で分別をいたしまして、比較的粒度の細かいところにセシウムがくっついているとい

うことがありますので、それによって濃度の分別を行うというものでございます。出てくる

砂ですとか、粒の大きいものは比較的濃度が低いので、こういうものを利用することで、最

終処分量が減るというような技術でございます。写真の方は湿式、水を使った分級の事例と

いうことで、載せさせていただいております。 

続いて６ページ目、熱処理技術の概要と実証ということでございますが、処理技術につい

ては熱エネルギーを使うことで、土壌の中に含まれるセシウムも気化をさせて、排ガス処理

工程で飛灰として回収するというものでございます。こちらも飛灰とともに、生成物という

ものが出てきますということで、下の方の写真に載せております。この生成物も、濃度が低

減しますので、こういったものを活用できるのではないかということでございます。 

７ページ目は、化学処理ということでございまして、化学処理については、酸、アルカリ

等の溶媒の中に、除去土壌を入れまして、これもセシウムを溶かし出すそのセシウムも分

離 ・回収することで、最終処分量を減少させるというものでございます。これもいくつかの

方法がございますが、一例をお示ししておりまして、こういった装置の中でセシウムを回収
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していくところを、概要で載せております。 

８ページ目は、先ほどご説明した飛灰の洗浄の関係でございますので、こちらは説明を割

愛させていただきます。こういった技術について、評価を行っていくというものでございま

す。 

９ページ目は、評価の整理方法ということで、評価項目の案を示しております。これも前

回お話したものになりますが、まずは課題となりうる事項がないかどうかという観点での

チェックになります。この中では性状や量を踏まえた二次廃棄物の処理ですとか生成物の

利用の困難度、あとは作業者や環境への影響、大規模化の可能性と、こういう観点で、課題

になれば、今回の大量の除去土壌の処理には向かないということになると思っております

ので、こういったところで、まずはスクリーニングをすることになると思います。あとは処

理効果、処理能力、コスト等ということで、こういった観点での評価を行っていくことを考

えています。 

10 ページ目ですが、中分類ごとに、小分類の技術の比較評価をするということを基本的

に考えております。先ほどご紹介した課題となりうる事項については、ここでクリティカル

な課題がないかどうかの確認になりますが、※印にクリティカルな課題とは、ということで

一覧を書いておりまして、技術的な解決策や前例がなく、達成実現が難しいような課題とい

うことで、想定しております。そのあとは各項目で相対評価で、◎、○、△といったような

評価で、その評価の根拠のデータ等も付記をするということにしております。あと前回から

加えたところは、下から２つ目になりますが、比較する小分類が２種類の場合について、両

者の評価が同等という場合は両者とも○とするようなルールにしてはどうかということで

ございます。そういった各項目の評価を踏まえて、総合評価をしていくというようなことで

ございます。 

11 ページ目については、評価項目ごとに、評価根拠、どういった考え方で、◎、○、△を

つけていくかというようなことを整理しております。こちらについては、また評価の案を見

ていただいた上で、必要に応じて、立ち戻っていただければと思います。 

続きまして、13 ページ目をご覧いただければと思います。13 ページ目、14 ページ目で、

今回、評価の案ということで、お示ししておりますが、まずは分級処理技術の評価案という

ことでございます。少し表が細かくなっておりますが、横軸に、湿式分級、乾式分級でそれ

ぞれの小分類の技術を並べております。合計で８種類の小分類の技術がありまして、それぞ

れについて、処理効果、処理能力等々の評価をしております。まず、課題となり得る事項に

ついては、いずれも特に大きな問題はないということで、整理をしております。処理効果で

ございますが、これまで、実証事業で得られたデータ減容化率、減量化率について、示して

おりまして、そういったことも踏まえて、◎、○、△の評価の一覧を書かせていただいてお

ります。減容化率、減量化率については湿式分級の通常分級、または、乾式分級の通常分級

について、◎という評価にしておりまして、それ以外は相対的に〇と△の評価にしておりま

す。その下の放射能濃度の低減効果ということで、こちらについては左から２つ目の湿式分
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級の高度分級の 1 つの種類について、◎ということでそれ以外のものは、〇、△の評価をし

ております。 

14 ページ目については、処理能力とコスト等ということになります。処理能力について

は、実証事業の規模ですとか、あるいは既存の装置の規模を踏まえて、評価をしております。

湿式分級の左の２つについて、◎ということで、それ以外のところは、実施の規模等も踏ま

えて、〇、△の評価にしております。そのあとコスト等というところで、コストについては、

下の注釈にも書いておりますが、ここでのデータは各実証事業において想定された条件の

元で算出されたもので、今後、当然精査が必要なものということで、ご覧いただければと思

います。コストについては、湿式分級の通常分級等、あと乾式分級の一部について、◎とい

うことで、実証事業で得られたコストを踏まえての評価にしてございます。あとは、〇、△

ということで、こういった上記の評価を踏まえて、最後に総合評価をしております。一番評

価の高いものということでは、左側にある湿式分級の通常分級ということで、処理効果・処

理能力コスト等を踏まえて、分級処理技術においては、優先的に検討される技術ということ

で、整理しております。その横の高度分級の付着粒子の分離について、こちらは放射能の低

減効果が高いということになりますが、処理、その他の減容化率、減量化率も踏まえて、通

常分級の方が、評価が高いというような案にしております。一方で、通常分級で得られた粗

粒分、砂・礫の放射能濃度が高い場合は、オプションとして、こういった付着粒子の分離と

いうことも行っていくことが可能ではないかということを書いてございます。その他、総合

評価については、書かせていただいておりますが、処理能力が小さいことや、比較的評価は

低くなってくるというようなことで、整理させていただいております。こちらの評価の一覧

ということで、またご意見をいただければと思います。 

続いて、15 ページ目は、熱処理技術の評価の案ということでございまして、小分類とし

ては溶融と焼成がございます。こちらも課題となりうる事項は、特に問題はないということ

でございますが、処理効果について、これまでの実証事業の成果等をまとめております。ま

ず減容化率、減量化率については、数字を書いておりますが、おおむねほぼ同等程度の効果

が得られるということで、両方を〇ということにしております。また、放射能の低減効果と

いうところで、溶融におけるスラグの発生については、濃度は実証事業で 157～1,430Bq/kg

で、※印に書いておりますが、仮設灰処理施設では約 3,000Bq/kg 程度のスラグが出てきて

いるというような状況です。一方、焼成については、セシウムの除去率がやや高く、生成物

の放射能濃度 100Bq/kg 以下とすることが可能となっております。こちらを◎にしておりま

すが、どちらもスラグ又は生成物の発生量については、処理前の対象物よりも多くなるとい

うことで、こういったものの活用方法については、今後、しっかりと検討していく必要があ

るいうことでございます。処理能力については、実証事業も一定の規模で行われているとい

うこともあり、類似の施設も稼働しておりますので、両方を○にしてございます。コストに

ついては、かなり熱を使う技術ということで、分級に比べて、高いコストになっております

が、溶融・焼成の両方とも、おおむね 30 万円から 40 万円/t ということで、こちらの数字
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は要精査だと思っておりますが、こういったものを参考として書いております。総合評価で

は、どちらも処理効果、処理能力が高く、大規模化が可能ということで、共通する課題とし

ては、生成物の再生利用の用途先等の検討が必要ということでございます。こちらについて

は、どちらも熱処理技術としては、活用が見込めるのではないかということで、どちらが良

いという評価にはしておりませんが、溶融・焼成の両方とも効果があるという評価にしてお

ります。 

16 ページ目、続いて化学処理技術の評価案です。こちら小分類としては、酸処理、溶融

塩処理、アルカリ処理、水熱処理、洗浄剤処理、５つの方法を並べております。処理効果以

降も相対的な評価をしておりますが、まず課題となりうる事項のところで、いずれもベンチ

スケール以上での実証試験の実績がないという評価で、大規模化が難しいというような課

題が共通しております。また、酸を含む排水や、汚泥関係といったものも出て参りますので、

その処理も、いろいろと課題が出てくるということでございます。こういった課題がありま

すので、総合評価の一番下のところでは、いずれも大規模化の可能性等に課題がありという

評価にしております。その他、処理効果、処理能力、コスト等についてはご参考で見ていた

だければと思います。 

17 ページ目は、飛灰洗浄技術の洗浄工程の評価です。こちらについては、混合撹拌式と

散水式ということで、混合撹拌式は水槽の中で、飛灰を入れて洗っていくというもので、散

水式についてはシャワーのように、上から水をかけるというような形式になります。処理効

果のところで、減容化率、減量化率は、この洗浄工程では副生物が発生しませんので、評価

は 「―」としています。放射能濃度の低減効果、セシウムがどれぐらい出るかということに

ついては、混合撹拌式の方が、セシウムの溶出が見込めるということで、そちらを◎にして

おります。散水式の方はセシウムの溶出が限られるということでございまして、56～63％と

いう結果になっております。処理能力については、いずれも同程度の実証が行われておりま

すので、両方〇としております。コストについては、いろいろな数字がありますが、洗浄処

理だけのコストということではないものもありますので、今回は、比較評価は行わずに、今

後こういったものもしっかり評価をしていきたいと思います。最後、総合評価の案でござい

ますが、やはり飛灰の洗浄ということで、いかに効率よく飛灰から、セシウムを溶出させら

れるかというところに、重点があると思いますので、混合撹拌式で、飛灰洗浄、技術洗浄工

程においては、優先的に検討される技術として整理をしております。一方で排水の課題もあ

りますので、そういったことも付記をしているというところです。 

18 ページ目は、飛灰洗浄技術の吸着工程の評価案ということでございます。吸着工程に

ついては混合撹拌式、これは、水槽の中で吸着剤に水の中のセシウムを吸着させるというも

のと、あとカラム式ということで筒の中に、吸着剤を入れて、そこに通水をしていくという、

２つのパターンがございます。処理効果については、いずれも高い効果を得られておりまし

て、すべて○という評価にしております。処理能力については、混合撹拌式が基本的には、

バッチ処理になるということでカラム式の方は連続処理が可能で、直列運転も可能だとい
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うことでございますので、カラム式を◎としております。コストについては、ここもまだ精

査中のところがありまして、いろいろな工程からこの吸着を切り出すところが、困難なとこ

ろもございますので、参考で数値は書かせていただいておりますが、評価は 「―」としてお

ります。総合評価ということですが、いずれもセシウムの吸着効果を確認しておりますが、

そのあとに続く安定化処理、あるいはその最終処分の方法も含めて、総合的に評価が必要だ

と考えておりますので、この辺りは個別の評価は、今回行っておらず、今後、検討を進めな

がら評価をしていきたいと、場合によっては、安定化を含めて評価をしていきたいと考えて

おります。 

続いて、19 ページ目は、安定化技術ということでございまして、先ほどの飛灰洗浄等で

出てきた吸着剤で、安定化技術の整理をしております。セメント固型化、ガラス固型化、プ

ラスチック固型化等を、あとゼオライト焼成で、ゼオライトを焼いて、そこにセシウムも閉

じ込めるという技術もございます。それぞれ、処理効果、処理能力書いておりますが、処理

効果としては、安定化技術ですので、溶出性等々の観点で整理をしてございます。この中で

は、ガラス固型化、プラスチック固型化が溶出性の観点で、◎ということにしております。

処理能力については、いろいろ実証事業での結果をまとめておりますが、セメント固型化の

処理能力を◎としておりまして、コスト等については、これもいろいろな工程を含む数字と

なっておりますので、評価については 「―」にしております。最後の総合評価ということで、

これも前回、委員からご指摘をいただいたところで、どれぐらいの溶出抑制対策を必要とす

るかという、まさに今後の最終処分場の検討にも関わってくるところでございますので、最

終処分場の構造等の検討と併せて、この安定化技術について、評価を行っていく必要がある

と整理しております。 

最後に 20ページ目で、安定化技術、これ飛灰等をそのまま安定化する場合の評価を書い

ております。これも同様に、セメント固型化等、様々な技術を書いております。処理能力に

ついては、同じようにセメント固型化が高いということで、コストについても、比較的セメ

ント固型化が低くなっておりますが、いずれにしてもこちらも最終処分場の構造等の検討

と併せて、どれぐらいの溶出抑制を見込むかというところを検討していく必要があると思

っておりまして、その辺りの検討も踏まえて、今後評価をしていくということになろうかと

思っております。 

21 ページ目以降は、今までの評価のバックデータということで、実証事業の他、データ

を整理しております。こちらはご参考として見ていただければと思っておりまして、そちら

が 29ページ目まで続いているということでございます。整理の仕方は、今まで見ていただ

いた順番と同じように整理をしてございます。 

30 ページ目からは参考資料ですが、減容処理によって得られた生成物の再生利用の実証

例ということで、３つ書かせていただいておりますが、１つ目は分級で得られた粗粒分、砂・

礫の実証例で２つ目は溶融スラグの再生利用の実証例、３つ目は焼成による生成物の再生

利用の実証例ということで、概要の結果を 31 ページ目にまとめております。それぞれ今ご
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紹介した、３つの対象物について、盛土、土木用の資材、あるいは農業用の資材としての活

用について、検証を行っております。いずれについても、必要な性能・強度等の基準は満足

しているというものでございまして、そういった検証をこれまでしてきたということで、

2016 年度から 2023 年度までに実施された、これらの成果を今回まとめております。32 ペ

ージ目以降に、それぞれの実証例の概要を書いておりますが、こちらを詳細に説明する時間

はないと思いますので、こういった実証が行われているということを必要に応じて、それぞ

れ、ご説明したいと思いますが、まずはご覧いただいて、何かあればご指摘等いただければ

と思います。資料２、資料３の説明については、以上でございます。 

（大迫座長）ご説明ありがとうございました。これまでの技術開発実証の成果をもとにまと

めていただきました。ご質問、ご意見等ございましたら、よろしくお願いします。いかがで

しょうか。オンラインの方から、高岡委員、よろしくお願いします。 

（高岡委員）ありがとうございます。まず、資料２について１点質問させていただきたいと

思います。４ページ目に、実証試験の結果として、その１、その２、その３の事業の結果が

示されておりますが、その２の事業者のみ、安定型の放射能濃度が、結構幅があり、平均は

約 900 万 Bq/kg というような結果が出ておりまして、これがどういうことを意味している

か教えていただきたい。逆にその１の事業者は、約 1,000 万 Bq/kg あるいは 3,000 万 Bq/kg

と、１つの値のみと少し不自然な感じもしますので、この辺り、どうなっているのかという

ことを１点お聞きしたいと思います。 

 また、資料３にて、基本的には基準に従って、評価いただいていると思いますが、13 ペ

ージ目の湿式分級の減容化率、減量化率で、通常分級のところは◎で、高度分級が〇となっ

ていますが、減容化率あるいは減量化率を見てもあまり下がっていないと感じたので、ここ

がなぜ、片一方が◎で、もう片方が〇というところについて、事務局としてどう判断されて

いるかということをお尋ねしたいと思います。 

（大迫座長）はい、もう少し追加で、ご質問等いただいてからまとめて答えていただきたい

と思います。遠藤委員、お願いいたします。 

（遠藤委員）国立環境研究所の遠藤です。資料３の 18ページ目ですが、課題となり得る事

項として、二次廃棄物や、生成物の利用の困難度の中に、特に問題はないとされていますが、

先ほど資料２の中で、塩濃度の高い排水と、重金属汚泥には留意が必要であるという資料も

あり、資料３の中だと、二次廃棄物の情報が一切なくなってしまっているような気がしてお

り、この項目が課題となり得る事項だから書きにくいということがあると思いますが、ただ、

そういった情報技術の選択の中で忘れないようにしていく必要があるのではないかなと思

いますので、課題となり得る事項として書くのか留意事項とするのか分かりませんが、その

辺りは必ず記載があった方が良いと思います。あと、20 ページ目の安定化技術の点で、こ

の処理効果として、溶出率のような形でまとめていただいておりますが、おそらくこの溶出

率は安定化体の大きさに依存するので、小さければ小さいほど溶出率が高くて、置き換えが

大きいほど、見かけ上小さくなると思われますので、何かそういった留意点は記載いただい
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て、どのような試料による溶出率なのか、情報としてあった方が良いか思いました。 

（大迫座長）佐藤委員、お願いいたします。 

（佐藤委員）北大の佐藤です。資料３について、ご説明をいただきたいことがありますので、

２点質問します。１点は、吸着剤を使って吸着させて、それを安定固化するということにな

っていますが、先ほどの実証試験では、そのまま吸着材を安定固化しているように見えてお

り、資料３では、何か処理をして安定化しているような部分も認められますが、それによっ

て大分コストも違うし、プロセスが大分変わってくるので、どちらなのかよく分からないと

いう点で、ご説明いただきたいという点が１つです。それからもう１つ、安定化の中で評価

項目がありますが、せっかく減容化しているのに、最終安定化するときに、あまりその固化

体、安定化体の中にたくさん入れられないと、また減容化効果がなくなってしまいます。そ

の評価項目がないというのが少しおかしいかなと思ったのでお伺いしたいと思います。以

上です。 

（大野補佐）はい、ありがとうございます。まず、高岡委員から、資料２の４ページ目の結

果について、ご指摘をいただいております。こちらについては、記載が統一的ではないとこ

ろがございまして、それぞれですね幾つか試験の結果ございまして、平均で書いているとこ

ろと幅で書いているところございますので、この辺りは、１回の結果だけの平均ということ

でなく、試験の全体像が分かるように幅で示したり、平均値で示したりということの記載を

統一したいと思います。分かりづらくて申し訳ございませんでした。続いて資料３の 13ペ

ージ目で、湿式の通常分級、その隣の高度分級の比較について、通常分級の方を◎にして、

隣の高度分級を○にしています。この評価の根拠は、減容化率を見比べると、同じ国直轄事

業であったもので、通常分級は、８～57％に減っていると、その隣の高度分級は７～45％と

いうことで、相対評価ということになるので、こういったデータを比べると、通常分級の方

が効果が高いということになるかと思います。この辺りも、こういった相対評価がどうなの

かということはあるとは思いますが、一旦の事務局の案としてお示しをしているというこ

とです。 

遠藤委員からのご指摘で、二次廃棄物の情報が、この評価のところに入りづらくなってい

るというところはご指摘のとおりだと思いますので、そういった留意点について、課題とな

り得る事項に書くと、課題と認識されてしまうので、留意事項が書けるような形で、今後整

理を考えていきたいと思います。溶出率についてもご指摘のとおり、どういった状態での溶

出率なのかということについては、後ろの方にも一部記載があるところもあるかと思いま

すが、より分かりやすく整理をしていきたいと思います。佐藤委員からございました１点目、

吸着と安定化の処理の方法ということで、資料３でいうと、18ページ目、19 ページ目辺り

になると思いますが、こちらいろいろな実証がありますので、吸着と安定化を一緒にやった

ものと、吸着と安定化を別々にやったもの、両方がありますが、それを吸着工程だけ抜き出

して評価を行っているというようなことになります。少しこの辺りこの吸着だけ抜き出し

て評価をするというのが、この資料にも書いてあるとおり、適切かどうかということはあり
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ますので、この吸着と安定化を合わせた評価をどうしていくかということは、引き続き検討

していきたいと思います。最後、安定化の中での減容効果といいますか、安定化することで

量が増えることもありますので、そういったデータについては、後ろの方には、減容化率の

ところでマイナス何％ということで若干増えるというようなデータも書いているところが

ありますが、今評価の中では含めていないので、そういったことも、こういった一連の評価

の中で見やすくなるように整理をしていきたいと思っています。以上です。 

（大迫座長）ありがとうございます。よろしいでしょうか。織委員、お願いいたします。 

（織委員）少し技術のことは置いておいて、表だけで判断すると、総合評価というのは結局、

最終的にいろんなデータを集めて、この手法が一番良いということについて、数値をベース

に決めていくということになりますよね。そうすると一体総合評価のところでどれがポイ

ントなのかというのが分からない。この項目で上がっているものと、総合評価の中で重点が

置かれているものは必ずしもイコールではないですよね。例えば、16 ページ目で、総合評

価が大規模化の可能性等に課題があるというような話が出てきていますが、それが項目の

中のどれと関連していて、これが出てくるのかということが分からないです。他のものは、

14 ページ目では、処理効果、処理能力、コストを踏まえて、優先的に検討され、処理効果、

処理能力、コストが処理効果と処理能力とコストのどれが一番重要で、それは熱技術のとき

と焼却灰とは、当然違ってしかるべきだと思います。したがって、ここで挙げられている項

目は、それぞれ、その中で、その技術要素ごとに考えなければならないものと、総合評価の

中で、どれにプライオリティがあるから、ここが大きくなっているということが示されなけ

れば、総合評価案としては分からず、言い訳として結局それは良いと言われているようにし

か、見えないです。恐らく一般の方が一番気になって、課題となる環境への影響とか、そう

いったところだと思うので、それはさきほど、特に問題はないと一言われておりましたが、

これこそが、どう評価されたということを示していく必要が、一般的にはあるのではないか

なと思います。以上です。 

（大迫座長）今後、国民の方々にも説明していくという点においては重要なご指摘だと思い

ますので、コメントありますでしょうか。 

（大野補佐）はい、ありがとうございます。今回かなり技術的な資料になってしまっており

まして、分かりづらいことも多々あって申し訳ございません。10 ページ目の方に、評価に

当たっての視点ということでまとめておりまして、総合評価について、こうやったらどうか

ということを書かせていただいております。先ほどご指摘いただいた大規模化が難しいと

いうことで、全体を書いているところがありましたが、ここについては、２ポツ目のところ

で、課題となりうる事項が、他の項目の評価によらず、この課題に対する対応が難しい場合

には低い評価とするというような、こういった評価の仕方でどうかと考えています。その他

の項目のどれがポイントかということでございますが、一番下のところで、一番下の総合評

価のやり方を変えておりますが、重みづけが重要だということも、ワーキングの中でも、ご

指摘をいただいておりましたので、やはり減容を目指すという目的を踏まえれば、処理効果



14 

が最も重要ではないかと考えています。あとは処理能力、コストも当然重要ですが、重み付

けとしては、処理効果に重点を置いて、総合評価をしたらどうかというようなことを考えて

います。あと環境への影響も、まとめてしまってかなり分かりづらくなっているところがあ

りますので、どういったデータから、こう言っているのかですとか、少しその辺りが分かり

やすくなるように、今後整理を検討して参りたいと思いますので、引き続きよろしくお願い

いたします。 

（織委員）ありがとうございます。今のお話でよく分かったので表の中にそれを入れ込んで

いただきたいと思います。一方で、総合評価をしていくデータとして余りにも幅が広すぎて

いて、それが◎なのか、○になるのか、どうしても分からないです。例えば、13 ページ目の

減容化率の８～57％とか、それはどこを取るかによって全然違ってくるわけで、それが０～

94％とどう違うのかというところは、これだけ見ていると、分からないです。したがって、

このまま出されると、絶対にこのデータをもって総合評価しているとは思えないので、その

辺りも、総合評価する場合は、データはある程度その条件によって異なるというのであれば、

いくつかの条件を統一して、数値データを一緒にしてもらわないと、何か総合評価にはなら

ないような気がします。 

（大野補佐）ありがとうございます。ご指摘のとおりで、今、いろいろなデータの幅があり

ます。減容化率についてもかなり幅があるのは、やはりもともと試験に使っている土壌の種

類とか、もともとの性状によって、かなり幅が出てきてしまうということはあります。おっ

しゃっていただいたとおり、条件を統一してみないと、横並びの評価が難しいのではないか

ということで、我々も悩みながらこの評価をつけているところはありますが、よりその辺り

が明らかになるように、その記載の仕方や整理の仕方は、引き続き検討したいと思います。 

（大迫座長）大変重要だと思いますので、扱っている対象試料みたいなものも違う中で、数

字だけ見ると、なぜこんな評価になっているのだろうという疑問はあると思うので、後ろの

方にもいろいろな詳細な資料があるのかもしれませんが、対象の試料が違うなら違うとい

うことの中で、的確に整理することや、我々関わっているという点でアカデミックな判断と

いうところも重要な部分でもございますので、そういう説明責任というところを意識しな

がら、今後工夫が必要と思います。大変重要なご指摘ありがとうございました。他にいかが

でしょうか。 

（川瀬委員）原子力機構の川瀬でございます。今の議論にも少し関係しますが、資料３の 14

ページ目の高度分級の中の分級点の小粒径化で、評価として、処理能力が小さいというのは

確かにこれまでの実証の中では、処理能力が小さいという評価にはなっていますが、もとも

と処理対象とする土壌が、何万トンあるのか、これ小粒径化したもの、例えば 75 ミクロン

で切っていたものをさらに 20ミクロンでできるとかという形になってくると、対象とする

土壌の量がどれだけになるかということも考えないと、処理能力が１日 10トンできないと

いけないのか１トンで良いのかというのが変わってくると思います。今あったように、何を

対象としているから、処理能力はこのぐらい欲しくて、それに対してまだ十分ではないとか、
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そういうような整理も少しあると、より良い評価ができるのではないかと思います。やはり、

通常分級して駄目だった場合に、こういうふうにしていくという流れだとは思っておりま

すが、どこかの部分で適用する場合には良いですが、最初のこの部分では駄目ですよという

のが必ず出てくると思いますので、少しそういう視点も入れて評価を入れていただくとよ

ろしいかと思いました。 

（大野補佐）ありがとうございます。大変重要なご指摘だと思いますので、何を対象にして、

こういう評価にしているのかというところ、その辺り、より分かりやすく、整理できるよう

に努めたいと思います。ありがとうございます。 

（大迫座長）竹下委員、お願いいたします。 

（竹下委員）実証事業でバラバラにやられたものをここまでよくまとめられたなと思って

おります。ただ、こういう方法を比較すると、例えば安定化技術などを比較する場合に、先

ほど佐藤先生からもご指摘ありましたが、最終製品が同じでないと比較する意味がなくな

ってきます。例えば吸着剤をそのままセメントに固め込みましたというのと、吸着剤を何ら

かの処理をして、濃縮物を経てそれを固めましたというのでは、状況が全く違います。最終

評価しようというのであれば、そこは整理された方が良いと思います。この辺り、資料読ん

でも、どちらなのかよく分からないというところが実情でございます。したがって、その辺

りをまとめていただければと思います。 

あと、例えば、資料２の実証事業に関しては、減容効果が一応出ていますが、実際にこう

いう方法をやられるときに、フェロシアン化合物を使っているのかもしれませんが、そのフ

ェロシアン化合物を使うときのその初期状態も非常に吸着力には関わってくるので、そこ

をどのようにやられているのか、詳しいデータがあった方が助かります。評価するときに、

そういうものがあるかないかで大きく違ってきます。例えばセシウムやカリウムなども競

争的な吸着になると思いますが、そういう状態を評価するときにその初期の状態が非常に

重要だと思います。結局は、意外と吸着量が上がらなかったのではないかと思いますが、恐

らく表面しか吸着していないとだめだと思います。フェロシアン化合物は、表面だけ吸着さ

れて、奥の方までなかなか浸透できないので、そういうところも非常に最終評価を下すとき

には、大変重要な点になります。細かい点で申し訳ありませんが、今後、是非その辺の整理

をよろしくお願いしたいと思います。 

（大野補佐）ありがとうございます。吸着材のどういった条件での吸着かというところも、

整理できるように可能な範囲で検討させていただきたいと思います。ありがとうございま

す。 

（大迫座長）武田委員、お願いいたします。 

（武田委員）JAEA の武田です。13ページ目の分級処理のところですが、分級処理は、大事

な主要な技術になると思っていて、ご説明であった、減容化率や、低減化率ですが、そこの

部分はどうしてもばらつきというか不確実性が技術的に気になります。この◎、〇の判断で

すが、ここの信頼性というか技術的な不確実性の小さいところの観点も、ここはどうしても
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出てきてしまう技術だと思うので、そこの部分もやはり考慮に入れた判断というのも必要

なのかと思いました。それと、固化技術、安定化技術について、いくつかの吸着剤それから

飛灰がそれぞれありますが、基本的に現在作ったものに関する溶出率だと思います。多分ど

こまで溶出抑制をするのかというところについての、これからの処分の最終処分方策との

関係も出てくると思いますが、どこまでこの固化技術としての閉じ込めをどこまで期待し

て、劣化しにくいものにするのか、そういうような観点も、多分その技術の採用のところで

はあるのかなと、そういう意味で、プラスチック固化とか、この辺りをどこまで長期的に安

定なのかと疑問に思った点です。以上です。 

（大野補佐）ありがとうございます。おっしゃっていただいた最初の点で、データのばらつ

きについては、成果の中でどこまで整理できるかというのはありますが、1つは先ほど申し

上げた、もともと用いている土壌が違うということと、あとは技術自体、やり方によってば

らつきが出てくるというところ両方あると思っています。少しその辺りの整理も可能な範

囲で試みながら、不確実性ということが考慮できれば、もう少し評価しやすいかもしれませ

んので、そこは検討させていただきたいと思います。安定化技術については、劣化のこと、

長期的安定性のことをおっしゃっていただきましたので、その辺りもできる限り評価して

いきたいと思いますが、既存の文献等も踏まえながら、整理をしたいと思います。 

（武田委員）はい、どうもありがとうございます。最初の方ですが、先ほどあった土壌の種

類とか、そういったバリエーションに対するこの技術の適用性などもあると思うので、そう

いったところも、かなりその適用範囲の広い技術でばらつきを抑えられるみたいな、そうい

った観点でも検討をしていただくのが良いのかなと思います。 

（大野補佐）はい、ありがとうございます。 

（大迫座長）竹下委員、お願いいたします。 

（竹下委員）1 つだけご質問ですが、安定化処理の場合に、例えばセメント固化体にするか

ガラス固化体にするかといったときに、ここである実験をやって、それで決まっている充填

率が出ているわけですが、実際に例えばガラス固化体とかセメント固化体にするときに、も

っと最適な条件があっても、データがないから評価のしようがないとなる可能性がありま

す。今のように、実証事業でやったことだけでまとめて技術評価すると、その辺りは問題に

なりませんか。 

（大野補佐）今回、あくまで実証事業の成果をまとめる形にしております。おっしゃってい

ただいたように、もう少し性能が上がるのではないかというような点は、いくつかの技術で

は当然、あろうかと思いますので、少しその辺りは、効果を上げるような可能性があるかど

うかというところも、視点として入れていくことはできるのではないかなとは思います。 

（竹下委員）例えば、ガラス固化体だと、大量に Cs 入れられますよね。そうなると、今度

は発熱の問題とか、最終処分の方法とか変わってくるわけですよね。この最終処分の方法が

どうなるから、どの程度まで放射能量上げても大丈夫というような話になってくるので、こ

の最後の決断を下すのはなかなかそこが難しいところです。今は実験データの整理だとい



17 

うことで納得しましたが、この先は少し科学的な常識も含めた意味での拡張的な評価もし

っかりとした方が良いのではないかと思います。それと最終処分も考慮した上での評価な

ど、多角的で大変だと思いますが、是非よろしくお願いいたします。 

（大迫座長）はい、ありがとうございます。様々な、有用なご意見いただきました。実際に

どこまで具体的・明確に絞り込むかというところは、また少し今後の議論の中で整理すべき

かと思います。また、不確実性という言葉もありましたし、また、将来に向けては、技術的

にまだ工夫の余地があるというところの中で、実際の導入というのは、もう少し時間が先の

ことでもありますし、その間に、またさらなる高度化も行われる可能性もあるので、かなり

絞りすぎると、本来もっと良いものを逃してしまうというのもあるので、最終的にもちろん

産業界の方々から、ある程度こちらでこういう技術でやりたいというところに対して、提案

いただきながら、具体的技術を導入していくということになろうかと思います。その時にど

れぐらいの技術的なある程度の幅の中で提案をいただくのかという、最終的なまとめ方を

見据えて、どこまでどう評価するかということも、まとめていければと思います。大変、今

日は重要な議論ができたかと思います、ありがとうございました。それでは、少し時間も押

し気味になっておりますので、議題の最終処分についてということで、資料４と５のご説明

をよろしくお願いします。 

（大野補佐）はい、ありがとうございます。資料４は、資料３の成果も一部踏まえて、技術

の組合せの案ということになります。これまでお示ししている組合せと大きく変わるもの

ではありませんが、改めて整理をしたものです。１ページ目で、目的としては、減容化技術

等の評価も踏まえて技術の組合せを検討するということで、今後は、この組合せのパターン

を踏まえて、複数の最終処分のシナリオを検討するということの基礎の検討になると思っ

ています。下の表には、各中分類の技術について、おおむねまとめを書いております。分級

技術については、処理能力は比較的大きいということで、減容・減量効果についても中程度

あるということで、コストは比較的低コストということがあります。比べて、熱処理技術に

ついては、同じように大規模な処理が可能ですが、減容・減量効果は高い、生成物の濃度低

減効果も高い一方で、高コストとなっております。この辺りもかなり定性的に書いておりま

すが。組合せを考える上ではこういった比較もあった方が良いということで、今回加えてご

ざいます。 

２ページ目ですが、組合せの考え方ということで、今のようなことも踏まえて、まずは１

点目、性状の違いを考慮して、土壌と廃棄物に分けて検討するというのは、過去にもこのよ

うな考え方でお示しをしたところです。２点目は除去土壌について、中間貯蔵施設に今、搬

入されて保管されておりますが、他の形としては 8,000Bq/kg 以下の土壌貯蔵施設と、それ

を超える土壌貯蔵施設に区分されているということがありますので、今後の最終処分に向

けた作業等も踏まえて、そこを考慮するということでございます。３点目ですが、除去土壌

の減容を考える上で、まずは大規模、低コストでの実施が可能な分級処理技術の適用の可能

性を検討するということで、どうかと考えています。その次、分級によって生じる濃縮物、
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濃度の比較的高い除去土壌に対しては、濃度の低減効果の高い熱処理技術の適用の可能性

を検討するとしております。さらに、その先、飛灰で熱処理によって生じる飛灰を減容する

という場合には飛灰の洗浄・吸着技術の適用の可能性を検討するということで、すべての技

術を適用すべきということでは、当然ないですが、組合せのパターンとしていく上で、こう

いう考え方でやってはどうかということを書いてございます。 

３ページ目以降、以前お示ししたものと大きく変わりませんが、除去土壌に対する減容技

術等の組合せ例ということで、8,000Bq/kg 以下のものは再生利用を可能な限りやっていく

ということでございますが、8,000Bq/kg を超えるものについては、濃度分別で 8,000Bq/kg

以下のものも出てまいりますので、そういった処理をした後に、分級処理技術を適用すると、

そういう可能性があるということで、組合せ例の （１）として書いてございます。あと、灰

色の矢印については、二次廃棄物の発生ということで、こういうことに留意が必要だという

ことで以前から、データを加えているところでございます。組合せ例（２）としては先ほど

の分級処理に加えて、熱処理をすることで、生成物と飛灰が発生して、飛灰を安定化して最

終処分するというパターンになります。これも二次廃棄物の発生を加えております。 

５ページ目については、さらにその先に飛灰洗浄を吸着処理するということで、この場合

は吸着剤を安定化して最終処分するということになります。量は減りますが、最後の安定化

体の放射能濃度が上がるということにはなろうかと思っております。 

６ページ目は、焼却灰ということで、少し分かりづらいところもありますが、これまでは

除去土壌の話を書いておりましたが、最終処分対象については、廃棄物・焼却灰もございま

す。注釈で書いておりますが、ここでの焼却灰というのは、除染によって出てきた廃棄物を

焼却した際に生じた灰のことを指しておりまして、今、中間貯蔵施設内に保管されているも

のになります。こちらについては、中間貯蔵施設内の仮設灰処理施設で溶融処理をされて、

今、スラグと飛灰が発生しているものになりまして、この飛灰をどうしていくかということ

になろうかと思います。１つ目は飛灰を安定化処理して最終処分するというものを６ペー

ジ目に書いておりまして、７ページ目は、先ほど同様に、飛灰洗浄・吸着処理した上で、安

定化処理をして最終処分するというそういう２つの組合せを書いております。この飛灰洗

浄というところは注釈入れておりますが、先ほど資料２で見ていただいたとおり、飛灰の性

状によって、適用できるかできないかというところもありますので、その辺りも考慮して今

後組合せの検討、あるいはその最終処分シナリオの検討をしていきたいというところでご

ざいます。資料４については以上になります。続いて、資料５でございます。資料５につい

ては、除去土壌の処分基準及び概略安全評価についてということで、１枚おめくりいただき

まして、福島県内除去土壌等の今後の処理についてということで、考慮すべきもの２つあり

まして、除去土壌と廃棄物ということになります。除去土壌については、現状、中間貯蔵施

設で保管されておりますが、今後、再生利用というものと埋立処分を検討していくというこ

とを考えています。濃度の低いものは再生利用、濃度が比較的高いものは減容技術の組合せ

等々検討した上で埋立処分をするということになります。処分基準の関係で言いますと、再
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生利用については、別途の再生利用ワーキンググループの中で検討しているところでござ

いますが、この技術ワーキングでご議論いただく対象としては、まず、減容技術のところで、

除去土壌の処分基準、中間処理に当たるところでございますが、その規定に追加をしていく

必要があるのではないかということで、次のページでご説明をいたします。また、埋立処分

については、この埋立処分基準を今後検討していくということで、これまでのワーキングで

もこの基準のポイント案を示したこともありますが、これを今後作っていく必要があると

いうことでございます。 

一方で、廃棄物については、今、中間貯蔵施設に保管されているものを、減容技術の適用

も考慮しまして、埋立処分をするということでございますが、こちらに関する処分基準につ

いては、既に策定済ということで、基本的には、これに基づいて処理・処分を行っていくと

いうことになろうかと思います。 

２ページ目では、先ほどお話した中で除去土壌の減容処理に伴って、放射性物質汚染対処

特措法に基づいて、除去土壌の処分基準、中間処理が適用されるということになります。今

もこの処分基準はありますが、排水や排ガスに関する規定がございませんので、今後のこう

いう減容処理の可能性も考えて、この排水・排ガスの処理基準の追加を考えていきたいと思

っています。こちらについては、濃度限度ということで、既存のこういった基準があります

ので、除去土壌についても、こういう排水・排ガスの基準を加えていくことを考えておりま

す。 

３ページ目以降は、除去土壌の埋立処分基準のことでございまして、３ページ目、４ペー

ジ目辺りは、これまでもご説明した内容ということでございますが、除去土壌の埋立処分に

当たって、その土壌の特性も踏まえた上で今後基準を検討していくということでございま

す。この辺り過去の説明と重複いたしますので割愛させていただきます。４ページ目も、ご

説明、確認したものでございますが、基本的に１mSv/年を超えないように処理を進めていき

ます。 

５ページ目は、データ関係で中間貯蔵施設に搬入した除去土壌等の種類と濃度分布とい

うことで、これは、前回お示ししたものです。６ページ目は放射性セシウムの溶出特性とい

うことで、土にくっついているセシウムが、非常に溶出しづらいと、溶出試験あるいはその

中間貯蔵施設でのデータで得られてございます。真ん中の表について、グラフは土壌貯蔵施

設の浸出水の減衰の放射能濃度で、右側に書いておりますとおり、測定データ 75％は検出

下限値未満ということで、プロットしているのは残りの 25％でございますが、排水基準等

に比べて非常に低いレベルというようなデータになっております。こういうことも踏まえ

まして、７ページ目で、以前、除去土壌の埋立処分に当たっての地下水汚染の防止について、

ポイントを示したことがありますが、こういった溶出特性を踏まえてどういった処分場の

構造にしていくかという検討をしていきたいと思っています。四角囲みの中に書いており

ますが、除去土壌の埋立処分基準において、地下水等の汚染を生じさせる恐れがない場合に

は、遮水シート等は要しないこととしてはどうかということで、以前お示しをしております。
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具体的にはどういう場合なのかということで、今回その下の４点目で下線を引いていると

ころに書いておりまして、汚染を生じさせる恐れがないことの要件として、除去土壌の溶出

試験を行った結果、溶出されないことを、検出下限値で 10～20Bq/L、あるいは、もともと

の土壌の放射能濃度が低い場合、8,000Bq/kg 以下である場合には、これまでもデータを見

ていただきましたが、非常に溶出性が低い、ほぼ検出されないというようなデータもありま

すので、8,000Bq/kg 以下の場合にはこういう溶出試験をせずとも、こういった要件に該当

するということにしてはどうかと考えております。この汚染を生じさせる恐れがない要件

に当たらない場合には、遮水工の設置等を行うということを考えておりまして、こういった

考え方について、何かありましたらご意見をいただければと思っております。 

続いて、８ページ目から、最終処分に関する概略安全評価について、今までの処分基準と

はまた少し趣向の違ったものになりますが、こういった安全評価を行うことで、最終処分場

の構造やそういったものを今後検討していく材料になると思っておりまして、今回、まだ検

討途中ではございますが、今の段階で、安全評価ということで被ばく評価の試算をしたとい

うものでございます。 

具体的に９ページ目に、今回行った概略安全評価のケース分けを書いておりまして、ケー

ス１、２、３という３ケースについての安全評価、被ばく評価を行っております。ケース１

としては、処分対象物を土壌として、処分容量 100 万㎥程度を想定した場合に、周辺への被

ばく影響はどうなるか、評価を行ったということでございます。平均放射能濃度としては約

３万 Bq/kg として計算をしております。ケース２については、やや減容を進めた状態という

ことで、処分容量は減るという中で、平均放射能濃度は若干上がるような状態での被ばく影

響の評価をしております。ケース３は、さらに濃縮をした場合ということで、この辺りの容

量は仮に設定したもので、今後、最終処分の検討を踏まえて当然、見直しをしていきたいと

思っておりますが、かなり濃縮されたケースでどうなるかということの計算を行っており

ます。こういった３ケースについて、評価をしたということで、10 ページ目は今回の概略

安全評価における評価経路をお示しております。対象としては運搬時と埋立処分期間中、埋

立処分後ということで書いておりまして、それぞれ線源や対象者、被ばく形態として整理し

ております。11 ページ目は、10 ページの内容を図示したものでございまして、ご参考で見

ていただければと思います。 

12 ページ目は、運搬の事故時の評価ということで、道路、河川に落下したものからの被

ばくの影響を評価するということで、こういった経路についても加味をしているというこ

とです。次のページで、結果が出ておりまして、まずは運搬時の評価ということで、経路に

ついては、先ほどの通常時の No.１から２と事故時の No.１から３の結果ですが、通常時に

ついては、信号等で止まったときの周辺の居住の方への被ばく影響ということで計算をし

ております。ケース１からケース３までについて記載のような被ばく線量になるのではな

いかという計算になっております。事故時についても、落下した線源からの被ばく影響をそ

れぞれ考えておりまして、まさにそれが飛散する、河川へ流出した場合の影響というものも
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評価しているということでございます。いずれにしても１mSv/年よりは低いレベルという

ことで、今回の試算の結果ですが、こういうことになっているというご紹介でございます。 

14 ページ目は、埋立処分期間中、埋立処分後の評価ということで、経路としては通常時

の、先ほど見ていただいた No.３から 21 の評価ということになります。これらの評価、ま

とめておりまして一番高くなるところは、埋立処分期間中の周辺居住者への外部被ばくと

いうことで、数値としては最大で 0.12mSv/年になるのではないかということでございます。

これも仮に計算したもので、今後も、最終処分のより具体的な条件等を踏まえて、こういっ

た評価も見直していくということを考えております。今回の評価では処分場所の端から、周

辺居住者までの距離を 50ｍ、埋立処分期間中には、開口面積の制限を行うとした場合の評

価ということにしております。 

15 ページ目から少し条件を変えた計算をしておりまして、15 ページ目は一番影響の大き

い外部被ばく線量について、今、開口制限をした場合を評価していると申し上げましたが、

それがない場合にどれぐらいの被ばくになるか、あるいは覆土した後にどれぐらいの線量

になるかということの評価も合わせて行っております。この辺りも踏まえながら、今後、最

終処分場の構造とともに、どう施工を考えていくべきかということの参考にもなろうかと

思っております。この辺りの結果は、ご参考で見ていただければと思います。 

16 ページ目は、地下水移行による被ばくということで、先ほど見ていただいた結果の一

部でございますが、地下水移行シナリオについて除去土壌等から出た、浸透したセシウム等

が地下水に乗って流れて、周辺の方への被ばくに繋がるというシナリオの結果をお示して

おります。いずれも非常に低い結果になっておりますが、こういった計算をしているという

ことのご紹介です。 

17 ページ目は、地下水移行シナリオについて、当然地質条件等、場所によって異なって

まいりますので、その辺りが変動した場合の影響というものも見ているということでござ

います。感度解析結果ということでお示しをしておりますが、地下水流速、帯水層の分配係

数、浸透流速、あるいは除去土壌/廃棄物層の分配係数を変えた場合に、どういう影響にな

るかということを書いております。結果が大きくなるものもございますが、いずれにしても、

１mSv/年は大きく下回っているという結果になってございます。 

18 ページ目以降に、今回の概略安全評価で使ったパラメーター等々をお示しております

ので、こちらはご参考に見ていただければと思います。最後に 18 ページ目について、前回

のワーキンググループで、ストロンチウム・プルトニウムについての測定結果をお示させて

いただきました。今回、ストロンチウムについて、被ばく影響の評価を行うとどうなるかと

いうことで、試算結果をお示ししております。四角囲みの中でございますが、前回のワーキ

ンググループの中で、セシウムの濃度が高い場合にストロンチウムの濃度も高くなる調査

結果があるということから、セシウム 137 が高くなる場合の可能性を考慮して、ストロンチ

ウムの影響確認を今後行うとしておりました。今回ストロンチウム 90 の被ばく影響につい

て、環境省のこれまでの測定結果も踏まえつつ試算を行ったということで、先ほど見ていた
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だいたケース１についての試算をまずは行っています。ストロンチウムによる被ばく線量

について、一番大きくなるものは、埋立処分期間中の周辺居住者への粉じん吸入による内部

被ばくということですが、これも当然いろいろなケースを想定して計算しておりますが、ス

トロンチウムの被ばく影響は、下の計算結果を見ていただくとおり、一番大きいところでも

セシウムの 0.12mSv/年と比べると、４桁以上小さいレベルということでございまして、測

定結果も当然非常に低いレベルではありましたが、被ばく影響を見ても、非常に小さいレベ

ルであったということの確認を、この被ばく評価によって行ったところでございます。資料

５について、説明は以上でございます。 

（大迫座長）それでは、ご質問、ご意見ありますでしょうか。大越委員、お願いいたします。 

（大越委員）大越です。ご説明ありがとうございました。資料５の２ページ目で、排水、排

ガス等の濃度限度で、この式だけ見るとセシウムだけが考慮されている形になっており、も

ともとの処理対象物の中に、セシウム以外の放射性物質の濃度が低いというデータはある

ものの、その処理プロセスによって、濃縮等もあったときに、排水・廃棄のところで、セシ

ウム以外の放射性物質を考慮して、それを分数和に加えなくて良いということに関して、少

しまだデータが示されていないと思いますので、セシウムだけを考えれば良いという根拠

をお示ししていただければと思いました。 

あと、もう１点、７ページ目で、一番最後のポツのところで、今回、溶出されないことと

いうのを１つの判断基準にしてはどうかという提言がされていて、これでも良いとは思い

ますが、事実関係をまず、確認させていただきたくて、検出下限値がここでは 10～20Bq/L

と書かれていて、６ページ目のグラフの右に、検出下限値 0.5～1.0Bq/L と書かれており、

ここの数値が検出下限値と違うのは、当然そのサンプル量とか測定の仕方によって変わる

とは思いますが、何が違って、こういった差が出ているのかを教えていただきたい。あと、

口頭で説明していただきましたが、8,000Bq/kg、これの対象物が除去土壌ということで、主

語の対象物を明確に書かれた方が良いかと思いますので、お願いいたします。すいません以

上になります。 

（大迫座長）オンラインの方からあと高岡委員、よろしくお願いします。 

（高岡委員）資料４の５ページ目のところで、確認をさせていただきたいのですが、ここで

は除去土壌の減容化技術の組合せで、熱処理で、生成物が出てきて、これはやはり、

8,000Bq/kg 以下というのが条件になって再生利用いう形になっているという理解で良いか

ということと、それから、同様にこの飛灰洗浄吸着処理でも、洗浄飛灰が再生利用には入っ

ていますので、ここも同じようにこれは限界として 8,000Bq/kg 以下というのが入っている

のかどうかということを、お尋ねしたいと思います。これは、７ページ目も、同じような形

になっていますので、同様に確認をさせていただきたいと思います。 

それから、資料５で、１ページ目で、下のところの廃棄物の方は、先ほどの資料４では再

生利用がありましたが、それがないような見方をしているので、こことの整合性もちょっと

お尋ねしたいと思います。以上、よろしくお願いします。 
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（大野補佐）ありがとうございます。まず、大越委員からご指摘いただいた点で、セシウム

以外について、資料５の２ページ目ですが、排水、排ガスの濃度限度ということで書いてお

りますので、セシウム以外についてはこれまでの測定結果で、事故前のレベルと同程度とい

うようなことも示しているところですが、減容処理の中での挙動も踏まえて、排水、排ガス

への移行等も踏まえて、こういう基準の中ではセシウムを見ておけば良いというような根

拠については、今後整理していきたいと思います。 

同じく７ページ目で、溶出検出下限値 10～20 と書いておりまして、その前のページでは

実際の測定結果を出すときの検出下限値 0.5～1.0 というのを書いております。６ページ目

の 0.5～1.0Bq/L というのは、これは検出限度をかなり下げて、これは排水基準等に比べれ

ば相当低いレベルですが、やはりデータを得ておきたいということで、下限値を下げて測定

しております。７ページの方にはそれを高い検出下限値を書いておりますが、これぐらいの

レベルより低いレベルでの検出下限値を設定した上で溶出しなければ、汚染を生じさせる

恐れはないのではないかと思います。したがって、６ページ目は、実測したときの下限値の

実データで、７ページ目は、基準を考える上で、これ以下にした方が良いのではないか、と

いうデータになります。分かりづらくて申し訳ございません。8,000Bq/kg 以下という７ペ

ージ目にある記載について、除去土壌が対象であるということは、これは明確にしておきた

いと思います。 

あと、高岡委員からご指摘のあった、資料４の５ページ目について、こちら熱処理によっ

て出てくる生成物については、先ほど溶融と焼成とがあるというお話をさせていただきま

したが、いずれにしても 8,000Bq/kg 以下にして、再生利用について検討をしていくという

ことを考えてございます。飛灰洗浄について、そのあと出てくる洗浄後の飛灰について、こ

れは資料２の方でご説明したとおりですが、今濃度の低減効果の確認をしておりまして、一

部 8,000Bq/kg を超えるものもあります。こういったものをより濃度低減していけないかと

いうことは、今後試験等で確認していくことにしておりますので、ここも 8,000Bq/kg 以下

となるように、検討を進めていきたいというふうに考えております。あと、資料５の１ペー

ジ目の廃棄物でございますが、再生利用を書いていないのは、もともと中間貯蔵施設で保管

されている廃棄物の濃度は、比較的高いものが多くて、10 万 Bq/kg を超えるものもかなり

多いということで、こちらについては基本的には最終処分に向けた検討を行っていくとい

うことを考えております。濃度が低ければそうではないのかもしれないですが、少し土壌と

比べて、濃度帯が高いということでこのような記載に差が出ているということになります。 

（高岡委員）今のところは、先ほど資料４で示された、減容化処理をした後のスラグ、洗浄

飛灰というものが出てくる理解でありましたが、そうではないということでしょうか。 

（大野補佐）資料５の１ページ目は、生成物といいますか、濃度が下がったものをどうする

かというところまでは、お示ししきれていないところがありますので、埋立処分の方には、

濃度が上がったものをどうするかということだけ書いておりますが、減容処理によって、出

てきて濃度が下がったものの利用については、１ページ目には書いておりませんでしたの
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で、その辺りを分かりやすくなるように今後整理を考えたいと思います。以上です。 

（大迫座長）大越委員、お願いいたします。 

（大越委員）はい、大越です。回答ありがとうございます。７ページ目、意味は分かりまし

たが、溶出されないことということの判断基準として、10～20Bq/L を使われるということ

なので、そこを検出下限値ということで、置き換えてしまうと少し意味合いが違うのかなと

思います。あくまでも判断基準として、10～20Bq/L を使われるということなので、その点

を明確にしていただきたい。10～20Bq/L であれば、安全であるということによって、今回

は説明がされていない。先ほどの２ページ目のところの、濃度限度を見ると、セシウム 137

では 60 とか 90Bq/L、これであれば１mSv/年以下と担保されているので、その関係でこうい

う数値が出てきていると思いますが、その後で、なぜ 10～20Bq/L で判断すれば、安全であ

るかということは、もう一文付け加えていただきたいと思いました。 

（大迫座長）ありがとうございます。10～20Bq/L というのは特措法上で、既に設定されて

いる汚染を生じさせるものではないことということで、検出下限値という形で、そこが規定

されていますが、大野補佐からあった意味合いも含めて、この数値があるということでござ

いますので、これまでの経緯 ・成り立ちも含めて何か説明ができる部分があれば、よろしく

お願いします。佐藤委員、お願いします。 

（佐藤委員）北大、佐藤です。資料４で、技術の組合せの例というのがあって、いろいろな

パターンのものができるので、こういう組合せを考えておくというのは非常に分かりやす

いですが、視点として、技術だけではなく、マテリアル、例えば処理したときの、生成物み

たいなものを、セメントの材料として使えないか、例えば固型体に入れるなら 8,000Bq/kg

でもそれが材料として使えれば、使えるわけです。無垢なものを外から持ってくるよりは、

良いということになりますし、一般の人の理解も、外でブロックなどで使うよりも、処理や

処分に使っていただいた方が非常に分かりやすいと思います。したがって、そういう材料・

再利用の組合せも少し考えていただければと思います。例えば、処分場でも使えるとか、そ

ういうことも考えていただけると再生利用側からも、行き場がないと困っているが、そもそ

もこういう処理や処分で使えれば、再生利用していることになるので、減りますよね。よっ

て、そういう組合せ、マテリアルの組合せという視点もどこかに入れていただきたい。 

（大迫座長）杉山委員、お願いいたします。 

（杉山委員）電力中央研究所、杉山です。少し違う話かもしれないですが、資料５の７ペー

ジ目で、先ほど大越委員からご質問があったところで、私の解釈力の問題かもしれませんが、

下線が引かれている「溶出試験の結果、溶出されないこと、又は 8,000Bq/kg 以下であるこ

と」という話がありましたが、口頭で、溶出が検出されないということ、あるいは、

8,000Bq/kg 以下であれば、そもそも溶出試験も不要だというようなご説明があったかと思

います。その辺りを明確にしていただきたいなと思っておりまして、前半は、溶出試験で溶

出が検出されないこととはっきり書いてしまって、あるいは後ろの方の 8,000Bq/kg の後ろ

にも、8,000Bq/kg 以下であれば溶出試験が不要とか、そういうことを明確にされる方が誤
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解は生じないかなと思いました。 

もう１点は、技術的な質問というよりも、お願いかもしれませんが、９ページ目で、安全

評価のいろいろなケース分け・条件が書かれていますが、平均放射能濃度について、その後

ろの評価を見ると、あまり問題にはならないとは理解をしていますが、この平均ということ

に対して、幅をどれぐらい考えているのかであるとか、あとは、放射能の量について、濃度

だけではなくて、経口摂取と外部被ばくの評価とあって、後ろのパラメーターを見ていくと、

外部被ばくの換算係数などの違いとか、そういうのが組合わさって、14 ページ目の結果に

なると想像はできますが、その辺りをトレースしやすくなるように、気をつけてケース分け

を示していただけるとありがたいなと思いました。以上です。 

（大野補佐）佐藤委員から、資料４に関して、マテリアルの観点での組合せについて、ご指

摘をいただきました。おっしゃるとおり、例えば最終処分をするときに、安定化処理をする

中で、材料として、土壌の一部を使うなどの可能性もあると思います。どこまで細かく整理

できるかということは、少し我々もしっかり考えたいと思います。そういう視点を含めて、

いろいろな可能性を考えられるように工夫をしていきたいと思います。杉山委員からご指

摘いただいた資料５の７ページ目の記載で分かりづらいところがあるというところで、

8,000Bq/kg 以下の場合は、溶出試験は不要だと、口頭で説明させていただいたところは、

明確に記載をしたいと思います。あと９ページ目の整理の仕方について、放射能量等、そう

いった観点で、後ろの評価がより理解しやすくなるように、整理方法を考えていきたいと思

います。ありがとうございます。 

（大迫座長）竹下委員、お願いいたします。 

（竹下委員）１つ教えていただきたいのですが、この概略安全評価で、この数字が出てくる

わけですが、これをどのようにお使いになるか。前回のワーキングでも話あったと思います

が、セシウムなどの分配比などが、結構低い値で出ていて、安全側であることは良いかもし

れませんが、逆に言えば、今後、処理場の大きさなどを評価する場合には、あまり安全側に

置きすぎると、その大きさも影響されてくることになると思います。この辺りはどうお使い

になるかによって、いろいろと後々影響があるかと思います。その辺りは、いかがでしょう

か。 

（大野補佐）今回、この概略安全評価をさせていただいたのは処分場の構造の検討に当たっ

ての何か参考にならないかということで、かなりいろいろな設定は仮に置いた中で、やらせ

ていただいたということで、今後、これも踏まえて、処分場の検討を行った上で、さらに安

全評価は、より適切に行っていきたいと思います。おっしゃっていただいた分配係数も、

IAEA の数字を使っておりますが、非常に低い 270 という数字を使っておりまして、それが

安全すぎるということなのかもしれないですが、その辺りもまた、我々の方もしっかりと勉

強しながら、より適切に行っていきたいと思います。 

（竹下委員）処分場の設計とか、実際に評価を行う場合には、是非その辺りを精査していた

だいて、しっかりした数字で、評価していただければと思います。以上でございます。 
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（大迫座長）ありがとうございます。どういうところにクリティカルに効いてくるか、どこ

を精査するかというところがあるかと思います。遠藤委員、お願いいたします。 

（遠藤委員）国立環境研究所、遠藤です。資料５の３ページ目の３つ目の箇条書きですが、

特定廃では既に基準が設定されているので、最終的に安全評価による確認を行うというこ

とで、私の記憶が定かでないところもありますが、特措法におけるこの基準が安全評価で決

められていたのかどうかというところが、気にはなっていまして、恐らく 8,000Bq/kg とい

うものを安全評価でも決まっていて、10 万 Bq/kg をどう決めたかの記憶がなくなってしま

いましたが、ただ構造基準、維持管理基準という基準を考えると、それは安全評価で決めた

のかどうか、若干疑問があるので、検討していただくことはもちろん必要だと思いますが、

必ずしも安全評価だけではないかなという気がしています。この数億とか数千万 Bq/kg に

なった際の、また検討の仕方というのは、維持管理基準等も踏まえて、少しお考えいただい

ても良いと思います。あと、16 ページ目で、ケース１は安定型だからよろしいかと思いま

すが、ケース２とケース３に関しては、遮断型相当の処分場タイプで、地下水移行を考慮す

るのであれば、これは平常時ではなく、事故時として取扱っていただいた方が良いかなと思

います。もともと埋立地には、維持管理基準あるので、基本的には埋立地内で、放流水の基

準を満足する 90Bq/L を満足するように埋め立てることというのが、基本だと思いますし、

おそらく 10 万 Bq/kg 以下については、そのような考え方で決めてきたのではないかと思っ

ていますので、その上で事故があった際に、このケースに計算を計算しましたという説明に

していただいたらどうかと思います。以上です。 

（大野補佐）はい、ありがとうございます。１点目、資料５の３ページ目のご指摘をいただ

きまして、特定廃棄物については、今の処分基準として、10 万 Bq/kg を超えると、コンク

リート構造の遮断型相当の処分場で処分をするというような基準になっております。記載

のとおり、それで問題ないかということを安全評価により確認を行うということですが、ご

指摘いただいた、維持管理基準と合わせてということも考慮いたしまして、今後、ご相談で

きればと思います。16 ページ目については、おっしゃっていただいたとおりで四角囲みの

中にもあるとおり、クラックが生じて地下水移行することも想定したということでござい

ますので、この整理の仕方で、通常時に今入れていますが、事故時として整理することにつ

いて検討させていただきたいと思います。 

（大迫座長）武田委員、お願いいたします。 

（武田委員）JAEA の武田です。資料４ですが、それぞれの組合せ例ということで示してい

る二次廃棄物の部分で、資料３でもご説明いただいて、これからの検討という話だったと思

いますが、最終処分なのかどういう形になってくるのかというところは、やはり気になると

ころです。特に排水で、洗浄排水のところは、どういうふうに扱っていくのかというのも気

になるところですので、ここも含めて、検討いただければと思っているところです。次は資

料の５ですが、７ページ目で、先ほども、ご議論があったところで、8,000Bq/kg 以下の記

述の部分ですが、ここは汚染が生じる恐れがないことの判断で、この数字を使っていくとい
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うことだと思うので、そこがやはりどういうふうに考えて、汚染が生じる恐れがないことと

の関係の中で、どうしてこの数字なのかというところは、どうしても気になります。 

ここはどういう考え方なのか、整理していただいた方が良いと思いました。また、線量評価

について、14 ページ目の結果の一覧がありまして、ここで、埋立期間中の吸入被ばくのケ

ースの結果ですが、ケース１だけ結果があって、ケース２、３がないという結果になってい

ますが、これはどういうことかなと思いました。それから、一時立入の外部評価のケース１、

２、３の大小関係が、これまであった埋立処分の期間中のケース１、２、３の大小関係と、

違った特徴が出てきていますが、ここはなぜケース２が高くなっているのでしょうか、その

辺りの説明をしていただければと思います。 

（大野補佐）資料４については、ご指摘いただいたとおり、二次廃棄物も含めて、組合せの

検討を行っていくことは、非常に重要なことだと思いますので、この辺りの整理は引き続き、

しっかり行っていきたいと思います。あとは資料５で、７ページ目の 8,000 Bq/kg 以下のと

ころについては、これまでの実証事業等も含めたデータもありますし、その辺りの説明の仕

方は今後工夫をしていきたいと思います。あと、14 ページ目で、埋立処分期間中の吸入に

よる被ばく評価がないところについて、ケース１については、土壌を処分するということで、

ケース２と３については、固形化されたものを処分するということで、粉じんが発生しない

だろうという想定の中で、この結果にしております。最後にご指摘いただいた点については、

すぐにお答えできませんので、少し整理をして、次のワーキングでご説明をさせていただけ

ればと思います。 

（大迫座長）時間も大分超過しつつありますが、織委員、お願いいたします。 

（織委員）資料４に関わるというよりは、全体的なところですが、再生利用を進めていくと

いうことで、再生利用の市場の確保をしておくという視点が重要だと思っています。今、建

設廃棄物のリサイクルの国土交通省の議論も関わらせていただいている中で、やはり受け

入れ先が今極端にない。路面材にしても、スラグにしても普通の建設廃材についても、そん

な状況の中で、再生利用したものが大量に出てくるものが、本当に受け入れ先があるのかど

うか、そこの確保がなければ幾ら技術的にやっても、結局不法投棄に流れてしまうというこ

となので、そこは市場を確保するということをしっかりとしていただきたいというのはど

こかに視点として入れておいていただきたいと思います。 

（大野補佐）出口の確保ということだと思いますが、非常にその点も重要だと思いますので、

ここもしっかりと考えていきたいと思います。 

（大迫座長）最後に、織委員からもご意見いただいて、今は技術的な観点での評価というこ

と等でフォーカスしておりますが、8,000 Bq/kg 以下の除去土壌が本当に有効利用できるの

かとか、そういったところをも含めて、その社会的なところの受容性を確保しながら、どこ

まで推進できるかが、この技術的な選択の中にも、不可分ではないといいますか、そういう

ところもありますので、ただ、今は技術的なところのフォーカスをして評価をしております

ので、それをさらに精査してやっていければと思います。皆さん本当に大変有用のご意見た
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くさんいただいておりますので、時間の進行が遅れ気味なので、10 分ほど超過することを

お許しください。次の議題で、その他になりますが、資料６に関して、ご説明よろしくお願

いします。 

（大野補佐）資料６は、除去土壌の再生利用に関することで、特に放射線安全性に関する紹

介でございます。本資料は、別のワーキンググループである再生利用を検討しているワーキ

ンググループでお示しをした資料になります。除去土壌の再生利用ということで、簡単にこ

れまでの流れを書いております。これまでの基本的な考え方をまとめてきた中で、いろいろ

な実証事業を通して、その安全性の確認を行っています。１ページ目の矢印の下に書いてお

ります、今後、除去土壌を再生利用する場合の省令・技術ガイドラインのルールづくりを行

っていくということで、今ワーキンググループの中でご検討いただいているところでござ

います。 

２ページ目では、ワーキンググループの中ではいろいろと検討すべき方策を段階別にカ

テゴライズをしていますが、この中で今日ご紹介するのは⑥番の除去土壌の放射線安全性

と⑦番の覆土等の覆いになります。 

４ページ目は、除去土壌の再生利用に関する放射線安全性ということで、論点１は、追加

被ばく線量が１mSv/年を超えないようにということで、これは周辺住民 ・施設利用者と、電

離則等の適用を受けない作業者が１mSv/年を超えないようにということを書いております。

論点２では、放射能濃度の制限を設けるということでございますが、先ほどの１mSv/年を満

たすレベルを計算によって導くということです。５ページ目では、その計算によって得られ

た放射能濃度を踏まえて、除去土壌の再生利用を検討していくということを書いておりま

す。 

６ページ目以降に、除去土壌の再生利用に当たっての追加被ばく、線量評価計算の考え方

を示しています。過去にもこの計算を行っていますが、これまで行ってきた実証事業も踏ま

えて、改めてこの計算をしたいと思っています。６ページ目の左下の表に示しているのは、

過去の計算結果です。作業期間に応じて、１mSv/年に達する放射能濃度が変わってくるとい

うことですが、この計算を改めて行います。具体的な実証事業での施工実態を書いておりま

すが、実証事業では右下の写真にあるように、盛土の施工をする場合には、敷鉄板を敷設し

ていることや、実際の施工方法について、側部の覆土の施工も同時に行っておりますので、

そういうことを記載してございます。 

７ページ目は、実際の施工の様子で、側部の覆土を上げながら、中の除去土壌も盛り立て

ていくやり方をしたということでございます。８ページ目は、実証事業の作業者の追加被ば

く線量の結果です。これは実証事業もいくつかやっておりますが、そのうちの一例を示した

ものです。やはりバックグラウンド線量がありますので、追加被ばくを求めるということが

重要になろうかと思っており、その結果をまとめたものです。具体的には下の表のように、

除去土壌の施工をしていた期間と、そうでない期間の差を取って、1年間に延ばしたもので

す。この結果を見ると作業者 A、B、Cのうち、一番高い方でも、0.3mSv/年ということで１
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mSv/年を下回るという結果になります。 

次の方策⑦、９ページ目ですが、覆土等の覆いに係る論点です。10 ページ目では、覆土

等の覆いをするということで、飛散流出防止の観点ということと、放射線の遮へいの効果も

有するという整理をしてございます。論点２では、合理的に達成可能な範囲でさらなる被ば

く低減を図る最適化という観点が重要だと思いますので、そういう観点も考慮の上で、覆土

等の覆いの層 A に加えて、利用先の用途に応じて必要となる厚さの層 B を確保するという

ことで、覆土の考え方として層 A と層 Bがあるだろうということで整理をしてございます。

こういうことを考えていくことで、最適化というプロセスをしっかり行えるのではないか

と考えてございます。 

11 ページ目、12 ページ目は時間の関係で割愛させていただきますが、これまでの知見や

あるいは IAEA からの助言等を整理しているところでございます。もし何かありましたら、

ご指摘等いただければと思います。 

（大迫座長）ご説明ありがとうございました。それではご質問等ありますでしょうか。再生

利用ワーキングの議論の中身ですが、よろしいでしょうか。 

（大野補佐）またこちらについては、再生利用ワーキングでも、随時検討を進めて参ります

ので、その結果も含めて、技術ワーキングの中でもご報告できればと考えております。 

（大迫座長）ありがとうございます。それでは、これで本日用意した資料に関するご説明に

関しては、ご議論いただきました。全体をとおしていかがでしょうか。何か、発言あります

でしょうか。それでは、お時間も少し過ぎておりますが、本日は大変長時間に渡って、活発

なご議論、また貴重なご意見をいただけたかと思います。幅広い、また深い見識、いろんな

観点から多くのご意見をいただき、この議論がさらに精緻で深まった議論となっていくと

いう点において、私も今日は本当に、心強く思いました。引き続き、今後もよろしくお願い

します。また今日いただいた意見も踏まえて、事務局の方では、是非ブラッシュアップをし

ていただきたいと思います。それでは、進行を事務局にお返しいたします。 

（大野補佐）本日は、貴重なご意見をたくさんいただきましてありがとうございました。特

に技術の評価につきまして、様々な観点で重要なご指摘をいただきましたので、これまでの

事業の成果をしっかりと取りまとめて、より評価の妥当性といったところが分かりやすい

ように、整理をしていきたいと思います。関連して、これまで毎年、技術実証の公募を行っ

てきておりましたが、今年度は、取りまとめの年度ということもありますので、公募は行わ

ず、まずはこの成果をしっかり取りまとめるということに専念をしていきたいと思います。

また、来年度以降の整理については、この技術ワーキングでの議論も踏まえて、検討して参

りたいと思っております。よろしくお願いいたします。それでは、冒頭申し上げたとおり、

本日の議事録については、各委員の皆様方にご確認をいただいた後、ホームページ上に掲載

をしたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。それでは長時間に渡りまし

てありがとうございました。本日の技術ワーキンググループを閉会させていただきます。 

 

以上 


